
 ○住宅地造成事業等にかかる消防水利の同

意（協議）に関する運用要綱  

                  （ 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ 日 ）  

 

第 １ 条  こ の 運 用 要 綱 は 、 住 宅 造 成 事 業 に か か る 消 防 水 利 の 同 意 に 関  

 し 、 消 防 水 利 の 基 準 （ 昭 和 ３ ９ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 消 防 庁 告 示 第 ７ 号 ）  

 第 ４ 条 に 定 め る 消 防 水 利 の 配 置 に 関 し て 最 少 限 度 必 要 な 水 利 を 確 保  

す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２ 条  住 宅 地 造 成 地 に お け る 消 防 水 利 は 、 消 防 水 利 の 基 準 第 ４ 条 の

規 定 に 基 づ き 設 置 す る も の と す る 。 た だ し 、 ５ 千 平 方 メ ー ト ル 未 満

の 造 成 地 に お け る 消 防 水 利 は 、消 火 栓 の み を 設 置 す る こ と が で き る 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 既 存 の 公 設 消 防 水 利 （ 消 防 水 利 の 基 準

第 ３ 条 に 適 合 す る 消 火 栓 に 限 る 。）が 消 防 水 利 の 基 準 別 表 に 掲 げ る 数

値 以 下 で 設 置 さ れ て い る 場 合 は こ の 限 り で な い 。 た だ し 、 消 防 活 動

上 支 障 と な る 場 合 に は 、 消 防 水 利 の 設 置 を 指 導 す る も の と す る 。   

３  ５ 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 宅 地 造 成 地 に 、 消 防 法 施 行 令 第 ２ ９ 条 に

基 づ く 連 結 送 水 管 の 設 置 を 必 要 と す る 建 築 物 を 建 築 す る 場 合 は 、 送

水 口 付 近 に 防 火 水 そ う 又 は 消 火 栓 を 設 置 す る も の と す る 。 ま た 、 ５

千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 場 合 に つ い て は 、 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 表 に

掲 げ る 基 準 に 基 づ き 連 結 送 水 管 の 送 水 口 付 近 に 設 置 す る も の と す る 。 

第 ３ 条  住 宅 地 造 成 地 に か か る 土 地 の 面 積 が ５ 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

造 成 地 に お い て は 、 消 火 栓 の ほ か 防 火 水 そ う （ ４ ０ 立 方 メ ー ト ル 以

上 ） を 次 に よ り 設 置 す る も の と す る 。 た だ し 、 消 防 法 第 ２ １ 条 の 規

定 に 基 づ く 消 防 水 利 と し て 指 定 を 受 け た も の 及 び 消 防 法 施 行 令 第 ２

７ 条 に 基 づ き 設 置 さ れ た 消 防 用 水 （ 有 効 水 量 ４ ０ 立 方 メ ー ト ル 以 上

の も の に 限 る 。） は 、 こ れ を 「 防 火 水 そ う 」 と 読 み 替 え 有 効 な 消 防 水

利 と し て 適 用 す る も の と す る 。  

( 1 )  当 該 地 域 の 面 積 に 応 じ 防 火 水 そ う を 次 の 表 に 掲 げ る と こ ろ に よ  

 り 設 け る 。  

住 宅 地 の 造 成 面 積  防 火 水 そ う の 設 置 数  

５ 千 平 方 メ ー ト ル 以 上  

３ 万 平 方 メ ー ト ル 未 満  
１ 基 以 上  

３ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上  

６ 万 平 方 メ ー ト ル 未 満  
２ 基 以 上  

６ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上  

９ 万 平 方 メ ー ト ル 未 満  
３ 基 以 上  

９ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上  
３ 基 に ３ 万 平 方 メ ー ト ル 又 は そ の 端 数  

の 面 積 を 増 す ご と に １ 基 を 加 え た 数  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


